
　「いしかわ森林環境税」は、県民税均等割に上乗せして徴収します。

【【納納めめるる人人】】（（県県民民税税均均等等割割とと同同じじ））
　　■■個個　　人人 県内に住所等があり、かつ一定以上の所得のある方

※　次の方々は、県民税均等割の非課税措置が適用されます。
① 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
②

③ 前年中の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方

　　■■法法　　人人 県内に事務所等を有する法人

【【納納めめるる額額】】（（県県民民税税均均等等割割にに下下記記のの金金額額をを上上乗乗せせ））
　　■■個個　　人人 年額500円
　　■■法法　　人人 均等割額の５％相当額

次に掲げる法人

(1) 公共法人及び公益法人等

(2)

(3) 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)

(4)

(5) 資本金等の額が１千万円以下の法人

資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人

資本金等の額が50億円を超える法人

【【納納税税方方法法】】（（県県民民税税均均等等割割とと併併せせてて納納税税））
　　■■個個　　人人 給与所得者 雇用主が給与から特別徴収して市町へ納めます。

個人事業者等 市町から送付される納税通知書により金融機関等で納めます。
公的年金受給者 年金保険者が公的年金支給時に年金から特別徴収して納めます。

　　■■法法　　人人 県に申告して納めます。

【【実実施施期期間間】】2200年年間間

　
　　■■個個　　人人 平成19年度分から令和８年度分まで
　　■■法法　　人人 平成19年４月１日から令和９年３月31日までの間に終了する事業年度分

　水源のかん養や山地災害の防止など、森林の多様な公益的機能が将来にわたって維持さ
れるよう、社会全体で森林環境の保全を図り、森林を良好な姿で次の世代に引き継いでいくこ
とを目的として、「いしかわ森林環境税」を平成19年４月１日から導入しました。皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

区区　　　　　　分分 年年税税額額

人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)

 1,000円

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以
下の方

「「いいししかかわわ森森林林環環境境税税」」はは、、そそのの全全額額をを「「いいししかかわわ森森林林環環境境基基金金」」へへ積積みみ立立てて、、基基金金
かからら必必要要なな事事業業へへ充充当当ししてて、、つつかかいいみみちちがが明明ららかかににななるるよようう管管理理をを行行いい、、公公表表ししまま
すす。。

資本金の額（又は出資金の額）を有しない法人(保険業法に規定す
る相互会社を除く)

 2,500円

 6,500円

27,000円

40,000円

令和３年度に第三者からなる評価委員会において、税導入の効果などを検討
した結果を踏まえ、令和４年度から５年間継続することとした県税条例の改正
を行いました。

― 19 ―



― 20 ―



― 21 ―




